
 

刈谷市 
ハーモニーカンパニー 
認定制度 
 

刈谷市内で女性活躍推進に積極的に取組む事業者を 

「刈谷市ハーモニーカンパニー」 

として認定します。 

 
対象事業者 
次の項目についてすべて該当する事業者  

・事業所が市内に所在すること 

・裏面の認定条件を満たす事業者であること 

※国及び愛知県の関連制度実施状況は認定の必須条件ではありません  

・従業員に男性を含む事業者であること 

・代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 8 号）第 2 条に規

定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

2 条第 1 項、第 5 項及び第 11 項に規定する営業を営む事業者でないこと 

・申請書を提出した日から起算して過去 3 年間労働関係法令に違反する重大な事実

がないこと 
 

認定条件 
裏面チェックリストのとおり 
 

申請方法 
「刈谷市ハーモニーカンパニー認定申請書」に必要書類を添えて、下記提出先まで、直接

又は郵送にて申請してください。 

（申請書は商工業振興課窓口で配布。刈谷市ホームページからもダウンロード可能です。） 
 

募集開始 
令和 4 年 4 月 1 日（金） 
 

認定事業者特典 
・「刈谷市ハーモニーカンパニー」の名称及びチラシ上部のロゴマークを使用できます 

・刈谷市ホームページで認定事業者をＰＲします 

・優良な取組みについて認定事業者の表彰を行います 
 

※国や愛知県の女性活躍関連の取組みをすでに行っている場合はぜひ申請してください。 

※認定期間は 3 年間。認定の継続は更新申請をお願いします。 

 

 

＜提出・問合せ先＞ 刈谷市役所商工業振興課 TEL:0566-62-1016 

 

令和 4 年 4 月 1 日現在 



　　　　♪刈谷市ハーモニーカンパニー認定チェックリスト♪

社内での積極的な周知及び啓発により、女性活躍推進に取り組む事業
者であると従業員が認識している。 □ 社内への周知、啓発資料等

1
女性活躍に関連する社内組織、担当者の配置等、女性活躍を推進する
社内体制の完備を行っている。 □ 組織図、配置図等

2 ロールモデルやメンター制度の導入に取り組んでいる。 □ 取組内容の分かるもの

3
女性が主体となった事業展開を検討できるグループ制度を導入してい
る。 □ 概要の分かるもの

4 女性従業員の離職率が前年度より改善している。 □ 根拠資料

1
女性採用者数の拡大に計画的に取り組み、前年度より女性採用者が増
加している。 □ 根拠資料

2 女性管理職の目標登用比率を定め、積極的な登用に取り組んでいる。 □ 根拠資料

3
女性管理職の登用後の育成及びフォローアップに積極的に取り組んで
いる。 □ 取組内容の分かるもの

4
女性従業員の適性、希望等に応じ、女性登用率の低い職種等にも積極
的に登用している。 □ 登用状況等が分かるもの

5
女性非正規雇用者の正規雇用者又は限定正社員への転換を積極的に推
進している。 □ 取組内容の分かるもの

6
キャリアアップ推進の一環として、外部のセミナー、研修等に積極的
に派遣し、又は参加を薦めている。 □ 派遣、参加状況の分かるもの

1
法律の定めに基づく育児休業、休暇等又は企業独自の育児休業制度等
について社内での周知・啓発を行っている。 □ 社内への周知、啓発資料等

2
「ワーク・ライフ・バランス」の考え方の重要性について社内への周
知・啓発を行っている。 □ 社内への周知、啓発資料等

3 時間外勤務の縮減に向けたノー残業デー等の制度を導入している。 □ 制度導入状況及び
実施状況の分かるもの

4
短時間勤務、フレックスタイム、在宅勤務等の多様な働き方制度を導
入している。 □ 制度導入状況及び

実施状況の分かるもの

5 男性従業員の育児休業等の積極的な取得を推進している。 □ 育児休業等の取得状況等の
分かるもの

1 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定を受けている。 □ 認定状況の分かるもの

2
従業員が300人以下の事業者で、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
を策定しており、年度毎の計画の見直し、更新を行っている。 □ 策定及び更新状況の分かるもの

3 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定を受けている。 □ 認定状況の分かるもの

4
従業員が100人以下の事業者で、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動
計画を策定しており、年度毎に計画の見直し、更新を行っている。 □ 策定及び更新状況の分かるもの

5
「ポジティブアクション応援サイト」に登録し、取組内容の公表を
行っている。

□ 公表状況の分かるもの

1 「あいち女性輝きカンパニー」の認証企業である。 □ 認証状況の分かるもの

2 「愛知県ファミリーフレンドリー企業」の登録企業である。 □ 登録企業と分かるもの

確認資料等

項目 取組内容 取組
状況

1
女性が継続して就労でき
る環境整備
（チェック：１つ以上）

※以下の項目は認定の必須条件ではありません

　　　　　　　　　　　 以下の各項目それぞれにおいて、必要なチェック項目を満たすことで、刈谷市ハーモニーカンパニーとして認定します。

1 厚生労働省

2 愛知県

2
女性の積極的な雇用登用
やキャリアアップ推進
（チェック：１つ以上）

3
男女共働きやすい職場実
現のための取組
（チェック：１つ以上）

女性活躍推進に関する国及び県の関連制度実施状況

刈谷市ハーモニーカンパニーの必須条件

実施
状況

必須項目 取組
状況

確認資料等

確認資料等
まずはここから！


